
令和３年６月  

休職者の方へ  

 

大 阪 市 職 員 共 済 組 合  

担当：保健医療係   

電話：06‐6208‐7597  

 

休職者に対する特定健康診査について (お知らせ) 

 

当共済組合では、組合員の健康の保持増進のため特定健康診査（以下「特定健診」という。）を実

施しており、所属で実施される定期健康診断の受診をもって、特定健診を受診したものとみなして

おりますが、定期健康診断を未受診の場合に、当共済組合から特定健康診査受診券（以下「受診券」

という。）を交付することにより、特定健診を受診することができます。 

つきましては、次のとおり取り扱いますのでお知らせします。 

 

記 

 

１ 受診券交付対象者 

令和３年度中に 40歳から 75歳となる組合員 

※ただし、令和３年度の定期健康診断を受診した組合員や、出産後１年以内の組合員、６ヶ

月以上継続して入院している組合員等の特定健診対象外の方（裏面「対象外の方」参照）は

受診券の交付対象外となる場合があります。詳しくは当共済組合までお問い合わせください。 

 

２ 受診期間 令和３年 12月 31日（金）まで 

 

３ 受診券申込期間 令和３年 11月 30日（火）当共済組合到着分まで 

         

４ 健診項目（詳細は裏面「健診項目」参照） 

診察等（問診・診察）、身体計測、血液検査、尿検査 

          

５ 受診費用 無料 

 

６ 受診券発行までの流れ 

(1) 当共済組合に受診券交付等申請書を提出してください。（郵送または逓送） 

送付先 〒530-8201 大阪市北区中之島 1-3-20（大阪市役所内） 

大阪市職員共済組合 保健医療係 

(2) 当共済組合より所属を通じて受診券を送付します。 

 

７ 受診方法 

受診券が届き次第、実施機関を検索し、実施機関へ直接電話で受診申込のうえ、受診してく

ださい。 

 

８ その他 

(1) 復職予定の方は、復職後に定期健康診断を受診してください。 

(2) 当共済組合の資格喪失後に受診された場合、健診受診費用は全額自己負担となります。 

(3) 特定健診の詳細については、当共済組合ホームページをご確認ください。 

  裏面にリンク先 QRコードを記載しています。 

・大阪市職員共済組合 HP「特定健康診査・特定保健指導」 

http://www.city-osaka-kyosai.or.jp/tokutei/ 

・大阪市職員共済組合 HP「特定健康診査・特定保健指導 実施機関一覧」 

http://www.city-osaka-kyosai.or.jp/tokutei/kikanichiran/ 

http://www.city-osaka-kyosai.or.jp/tokutei/
http://www.city-osaka-kyosai.or.jp/tokutei/kikanichiran/


 

大阪市職員共済組合ホームページリンク先 QRコード 
 

特定健診の

制度等につ

いてはこち

ら 

特定健診の実施機関一覧は

こちら 

大阪府・奈良県・兵庫県 

約 7,000 か所 

その他全国 約 2,200 か所

で受診できます。 


